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安倍政権は、国会での多数議席を背景に特定秘密保護法など強行成立を行ってきました。

６月５日「雇用破壊反対共同アクション」（事務局・日本マスコミ文化情報労組会議）は、

衆議院厚生労働委員会で労働者派遣法大改悪法案の審議入りを阻止するため、国会包囲大行

動に取り組みます。私たちも、正社員をゼロにする派遣法改悪法案の廃案を呼びかける街頭

宣伝行動を行っています。６月２２日に会期末を迎えますが、６月１９日に神戸市役所北側

の花時計前から元町駅まで派遣法改悪の廃案を求めるデモ行進を行いますので、一人でも多

くの市民のみなさんも参加して下さい。 

 

●派遣労働が際限なく広がる 

派遣法改悪法案は、同じ職場での派遣受け入れ

が３年となっている上限規制を撤廃し、派遣労働

者さえ変えれば、半永久的に派遣を受け入れるこ

とができるようにするというものだ。 

現在の派遣法の規制、つまり正社員を派遣労働

者に置き替えることを防止するという原則が、岩

盤規制なのでこれを撤廃し、派遣自由の社会に作

りかえると言うのだ。 

派遣先企業では派遣労働者の使い勝手がよくな

り、雇用が最も不安定な派遣労働者が際限なく広

がっていくこととなる。 

 

●若者の夢を奪う労働法制改悪に反対を 

日本は若者の夢と未来を奪う社会となっている。 

安倍政権は、労働法制の大改悪で週４０時間真

面目に働いても人間らしい暮らしができないワー

キングプアと貧困社会を創り出そうとしている。 

安倍首相は、５月に訪れたイギリスで｢人口減少

のなかで生産性を上げるために、もっと柔軟な働

き方ができるよう労働法制を変えていく必要があ

る｣として労働法により守られている岩盤規制(直

接雇用、１日８時間労働、解雇制限という大原則)

をドリルで突き崩すと宣言した。 

安倍政権がこの通常国会に上程している派遣法

改悪法案を、連合、全労連、全労協などナショナ

ルセンターを超えた共同闘争で、廃案に追い込ん

でいこう。 

 

労働法制総破壊に反対する緊急デモ 
 

○日時 ６月１９日(木)１８時３０分 

○場所 花時時計前(神戸市役所北側) 

○要請 １人でも多くの労働者の参加を 

     プラカードなど創意工夫を 
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●週 40時間･１日８時間労働の大原則を空洞化 

 労働基準法第３２条では、｢週４０時間、１日

８時間以上労働させてはならない｣と明記してい

る。１日８時間労働制は、１８８６年５月１日に

米国労働者が１日８時間労働制を求めるストラ

イキに起ち上がったメーデーの起源、洋の東西を

問わず労働時間制度の大原則である。 

法定労働時間を超えて使用者が労働者を働か

せる場合、使用者と過半数労組等が時間外・休日

労働の労使協定を締結しなければならない。そし

て、時間外・休日労働等に対して手当を支払う仕

組みになっている。しかし、多くの企業がこれに

違反しており、２０１２年度の未払賃金（サービ

ス残業）の是正指導を受けた企業は１２７７企業、

支払われた割増賃金合計額は約１０４億円。つま

り、企業に労基法を守らせることこそが政府と労

使の責任なのだ。 

 ところが、政府・財界は１９８０年代の貿易摩

擦で諸外国から｢日本人の働き過ぎ｣という批判

を逆手に取り、年間労働時間の短縮と合わせて

｢多様な働き方｣を合言葉に、１９８５年の労働者

派遣法制定に続いて１９８８年に裁量労働制や

変形労働時間制などを創設・拡大を続けてきた。 

 

●残業代ゼロ･過労死を招く労基法改悪に反対 

 ５月２８日、産業競争力会議で労働時間規制撤

廃に慎重であった田村憲久・厚労大臣が、生産性

向上に役立つとする産業界の要請に押されて、高

度専門職のみに｢残業代ゼロ法案｣を容認する考

え方を示した。  

 ４月の同会議では、民間議員の長谷川閑史・経

済同友会代表幹事が労働時間規制を適用しない

｢高収入型｣と「労働時間上限要件型」を提案した

が、５月の同会議では年収を問わない将来の幹部

候補生にまで労働者の範囲を広げた。これら労働

時間に関係なく成果で賃金が決まる賃金制度が

労働基準法改悪として６月末の政府の成長戦略

に盛り込まれる。 

残業代を支払わず、成果を出すための長時間労

働で過労死を招く制度改悪は、労働者の生存権を

根底から否定するものだ。世界の労働運動が築き

上げてきた１日８時間労働制を守るためにも、労

働時間規制の緩和・撤廃に反対する声を強め、広

げよう。 
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残業代なし 

拡大 

残業代なし 

拡大 

残業代なし 
■役員・管理監督職 

現行法による残業代
支払いライン 

■世界レベルの資産運用担当者など 

厚労相提案の残業代
支払いライン 

■海外プロジェクターリーダー 

■商品開発リーダーなど 

■一般事務や販売職 

■自動車組立工 

■経験の浅い若手職員など 

産業競争力会議提案
残業代支払いライン 

残業代あり 

「残業代なし」の対象者は
どこまで広がるか 


